
重要事項説明書
（看護小規模多機能型居宅介護）

令和 7 年 10 月１日

看護小規模多機能型居宅介護の提供開始にあたり、平成１８年３月１４日厚生労働省令第３４号第８８

条（準用）第９条に基づいて、当事業者が説明すべき重要事項は次のとおりです。

１ 事業者の概要

事業者名称 社会福祉法人華陽会

主たる事務所の所在地 名古屋市港区新茶屋一丁目１７０１番地

法人種別 社会福祉法人

代表者名 理事長 岩田 竜司

電話番号 ＴＥＬ：０５２－３０３－０１５２

ＦＡＸ：０５２－３０３－０１６７

２ ご利用事業所

ご利用事業所の名称 社会福祉法人華陽会

看護小規模多機能型居宅介護事業所 華の結 南陽

指定事業者番号 2391100381

所在地 名古屋市港区新茶屋一丁目１２０６番地の１

電話番号 ＴＥＬ：０５２－３０３－３３２２

ＦＡＸ：０５２－３０３－３３２３

営業日 ３６５日

営業時間 通いサービス

訪問系サービス

宿泊サービス

７時 3０分～２０時００分

２４時間

２０時００分～翌７時３０分

通常の事業の実施地域 港区・中川区の一部（豊治・戸田・春田・明正・西前田・

五反田・正色・西中島）

送迎車両運行時間 ９時００分～１６時００分

登録定員 ２９名

利用定員 通いサービス

宿泊サービス

１8 名

９名

※営業時間について：通いサービスは営業時間を超えて提供できません。

※送迎について：極力ご希望の時間にうかがいますが時間指定はできません。

※宿泊について：前もって御予約されている予定以外で当日の急な宿泊希望につきましては１３時まで

にご連絡ください。それ以降でご希望されましてもお受けできません。（※空室がない場合はお受けでき

ません。）

※定員について：通い、宿泊共に定員を超える日については予め調整させて頂く事があります。



３  ご利用事業所であわせて実施する事業（併設施設含む）

事業の種類
愛知県知事の事業者指定 利用

定数

名古屋市基準

該当サービス指定年月日 指定番号

施設 特別養護老人ホーム 平成 12 年 04 月 01 日 2371100153 80 人 該当・非○該当

居宅

通所介護
通常規模型平成 12 年 0３月 28 日

2371100351 25 人 該当・非○該当
介護予防 平成 18 年 04 月 01 日

短期入所

併設事業 平成 12 年 0３月 28 日

2371100153
20 人 該当・非○該当

介護予防 平成 18 年 04 月 01 日

空床利用 平成 1３年 0６月１８日 ８０床

居宅介護

支援事業所

要介護者 平成 17 年 11 月 01 日
2371100930 １５１人該当・非○該当

介護予防 平成 18 年 04 月 01 日

訪問介護

要介護者 平成２４年 07 月 01 日

（名古屋市長の事業者指定）
2371101656

１００人該当・非○該当

介護予防

居宅介護
平成 25 年 08 月０１日

（名古屋市長の事業指定） 2311200576
重度訪問介

護

同行援護 令和 03 年 05 月 01 日

訪問看護
要介護者

令和０６年 04 月 01 日 2361190255 該当・非○該当
介護予防

ケアハウス 45 人

住宅型有料老人ホーム 令和０６年 04 月 01 日 23 人 該当・非○該当

地域密着

型施設

小規模特別養護老人ホ

ーム

平成 23 年 04 月 01 日

（名古屋市長の事業者指定）
2391100084 29 人 該当・非○該当

介護付有料老人ホーム
平成 23 年 04 月 01 日

（名古屋市長の事業者指定）
2391100076 29 人 該当・非○該当

看護小規模

多機能型
要介護者 令和０６年 04 月 01 日 2391100381 29 人 該当・非○該当

４ 運営の方針

要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことがきるように配慮して、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復

を行います。

利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し計画的に行います。

利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。



５ 従業者の職種、員数及び勤務の体制

従業者の職種 資格 員数 勤務の体制

管理者 看護師 １名 常勤１名（兼務）

介護従業者 訪問介護員養成研修

２級課程を修了した者等

７名以上 常勤３名以上

看護従業者 看護師又は准看護師 ３名以上 常勤３名（内兼務１名）

介護支援専門員 介護支援専門員 １名 常勤１名

６ サービスの内容及び利用料その他の費用の額（単位数単価 １０．８３）

法定給付

区分 利用料

法定代理受領の場合 介護報酬の告示上の額（１割または２割または３割）

法定代理受領でない場合 介護報酬告の示上の額

７ 交通費実費

利用者の居宅が当該事業所の通常の事業実施地域以外にある時は、送迎に要する費用及び訪問サービ

スに要した交通費について、距離に応じて実費を請求致します。

８ 台風接近時の営業について

台風が接近日のご利用者様には、朝８時３０分ごろまでに職員から電話連絡をさせていただき送迎、又

は営業についての判断基準の記載をお伝えさせて頂きます。

お迎えの判断

通い

（デイサービス）

暴風警報又は特別警報が９時までに解除されなかった場合中止になります。

泊り

（ショートステイ）

暴風警報及び特別警報が９時までに解除されない場合、時間を遅らせてお迎え

にうかがいます。

１５時までに解除されない場合中止になります。

（２泊以上の場合は翌日におこなう）

送りの判断

通い

（デイサービス）

暴風警報又は特別警報が発表された場合、気象予報や天候を確認して送りの時

間を判断します。

泊り

（ショートステイ）

暴風警報又は特別警報が発令された場合、気象予報を確認して送りの時間を判

断します。

ご家族様による

送りの場合

暴風警報又は特別警報が発表された場合、安全確保のため中止とさせていただ

きます。



９ 非常災害対策

関係機関への通報・連絡体

制の整備について

法人の設置する災害対策委員会に参画すると共に、速やかに関係機関への

通報、連絡ができるよう災害時マニュアルを作成しています。

避難・救出等必要な訓練の

実施について

避難訓練は年 2 回実施いたします。

また地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。

１０ 苦情申立窓口

看護小規模多機能型居宅介護事業所

華の結 南陽

苦情対応窓口

平日 午前９時～午後６時

ＴＥＬ ０５２－３０３－３３２２

「華の結 南陽」相談室

名古屋市介護保険

苦情対応・相談窓口

平日 午前９時～午後５時

ＴＥＬ ０５２－９７２－３０８７

愛知県国民健康保険団体連合会苦情対応窓口 平日 午前９時～午後５時

ＴＥＬ ０５２－９７１－４１６５

１１ 緊急時の対応方法

利用者の主治の医師又は事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従うとともに 緊急連

絡先に連絡いたします。従業員が看護師である場合にあっては、必要に応じて臨時応急の手当てを行

います。

利用者の主治の医師 氏名

所属医療機関の名称

所在地

電話番号

協力医療機関 医療機関の名称

院長名

電話番号

診療科

緊急連絡先 氏名

住所

電話番号

昼間の連絡先



12. 虐待防止のための措置に関する事項

虐待防止に関する

事項について

虐待防止の対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知

徹底する。

虐待防止のための指針を整備する。

従業者に対し虐待防止のための研修を定期的に実施する。

上記を適切に実施するための担当者を置く。

附則

この重要事項説明書は、令和 6 年 4 月 1 日より改定、適用されます。

この重要事項説明書は、令和 6 年 7 月 1 日より改定、適用されます。

この重要事項説明書は、令和７年 10 月 1 日より改定、適用されます。

令和 年 月 日

（乙）当事業者は、甲 に対して指定看護小規模多機能型居宅介護のサービスの提供の開始に際し、本書

面に基づき重要事項の説明を行いました。

社会福祉法人 華陽会 看護小規模多機能型居宅介護事業所 華の結 南陽

説明者職名 管理者              氏名 岡 田 し げ み   印

（甲）私は、本書面に基づいて乙から上記重要事項の説明を受けた事を証します。

（甲）利用者                 住所

氏名                   印

（甲’）署名代行者  住所

  

    氏名                   印

            



社会福祉法人華陽会                         令和６年 8 月１日～

看護小規模多機能型居宅介護事業所 華の結 南陽

利用サービス一覧表 兼 申込書                     

介護度別料金表（１単位=10.83）

看護小規模多機能型居宅サービス（ひと月あたり）

要介護度 1 割負担額 単 位

要介護１ 13,481 円 12,447 

要介護２ 18,861 円 17,415

要介護３ 26,512 円 24,481

要介護４ 30,071 円 27,766

要介護５ 34,015 円 31,408

短期利用居宅介護費（１日あたり）

要介護度 1 割負担額 単 位

要介護１ 618 円 571

要介護２ 699 円 638

要介護３ 765 円 706

要介護４ 838 円 773

要介護５ 909 円 839

各種加算【すべての方に算定】

加算項目 １割負担額 単 位

初期加算 33 円 30/日

総合マネジメント体制強化加算（Ⅱ） 867 円 800/月

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 379 円 350/月

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 介護報酬層単位数×14.6％

各種加算【対象となる方に算定】

加算項目 １割負担額 単 位

認知症加算（Ⅱ） 964 円 890/月

認知症加算（Ⅲ） 823 円 760/月

認知症加算（Ⅳ） 456 円 420/月

退院時共同指導加算 650 円 600/回

緊急時対応加算 838 円 774/月

特別管理加算（Ⅰ） 542 円 500/月

特別管理加算（Ⅱ） 271 円 250/月

ターミナルケア加算 2,708 円 2500/回

認知症行動・心理症状緊急対応加算 217 円 200/日



給付外

項 目 料 金 備 考

食事の提供に関する費用 朝食

昼食

夕食

おやつ

400 円

550 円

650 円

100 円

一食あたり

おむつ パッド

リハビリパンツ

おむつ

50 円

100 円

100 円

宿泊に要する費用

9 部屋（個室）

定員数 ９人 4,000 円 一泊

熱発している場合はご利用いただけません。風邪やインフルエンザなど他の利用者様への感染を予防す

るためご了承ください。

介護保険の適用がある場合は、料金表のサービス費の１割、2 割又は３割が利用者負担金となります。

介護保険の適用がない場合や介護保険での給付範囲を超えたサービス費は、全額が利用者の負担となり

ます。

上記のサービスについて確認の上、申し込みます。

                             年   月 日

利用者氏名          様  

   

申込者氏名                 


